
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
第
八
号
並
び
に
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
十
七
号
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
危
険
動
物
の
範
囲
）

第
一
条
　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
七
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
動
物
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
動
物
と
す
る
。

（
対
策
計
画
の
届
出
等
）

第
二
条
　
令
第
六
条
に
規
定
す
る
対
策
計
画
の
届
出
は
、
対
策
計
画
一
部
を
別
記
様
式
第
一
の
届
出
書
と
と
も
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
六
条
に
規
定
す
る
対
策
計
画
の
写
し
の
送
付
は
、
対
策
計
画
の
写
し
一
部
を
別
記
様
式
第
二
の
送
付
書
と
と
も
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
令
第
六
条
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
規
程
の
写
し
の
送
付
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
規
程
の
写
し
一
部
を
別
記
様
式
第
三
の
送
付
書
と
と
も
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
前
三
項
の
届
出
書
又
は
送
付
書
に
は
、
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
書
類
一
部
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
届
出
書
又
は
送
付
書
が
令
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
位
置

を
明
ら
か
に
し
た
図
面

二
　
当
該
届
出
書
又
は
送
付
書
が
令
第
三
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
七
号
又
は
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
を
運
営
す
る
た
め
の
主
要
な
施
設

の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
（
同
条
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
航
路
図
又
は
運
行
系
統
図
を
含
む
。
）
及
び
対
策
計
画
又
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
規
程
の
写
し
の
送
付

に
係
る
市
町
村
の
名
称
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

（
法
第
八
条
第
一
項
第
九
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
三
条
　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
第
九
号
の
計
画
又
は
規
程
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
実
施
基
準

二
　
索
道
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
六
号
）
第
三
条
の
細
則

三
　
軌
道
運
転
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
施
設
及
び
車
両
の
整
備
並
び
に
運
転
取
扱
に
関
し
て
定
め
ら
れ
た
細
則

四
　
海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
運
航
管
理
規
程

五
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
運
行
管
理
規
程

（
津
波
に
関
す
る
情
報
の
伝
達
方
法
等
を
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
別
強
化
地
域
及
び
当
該
特
別
強
化
地
域
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
津
波
の
水
位
を
表
示
し
た
図
面
に
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
（
電
気
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含
む
。
）
を
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
各
世
帯
に
配
布
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
図
面
に
示
し
た
事
項
及
び
記
載
し
た
事
項
に
係
る
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
が
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

（
法
第
十
二
条
第
八
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
八
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
範
囲
の
変
更

二
　
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
の
達
成
の
期
間
に
影
響
を
与
え
な
い
場
合
に
お
け
る
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
の
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更

（
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
加
算
す
る
額
の
算
定
）

第
六
条
　
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
額
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
、
当
該
事
業
に
つ
き
法
別
表
に
掲
げ
る
割
合
を
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る

通
常
の
国
の
負
担
若
し
く
は
補
助
の
割
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
か
ら
一
を
控
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
一
二
日
内
閣
府
令
第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
七
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1



附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
日
内
閣
府
令
第
四
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
日
内
閣
府
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
一
（
第
２
条
第
１
項
関
係
）

別記様式第一（第２条第１項関係）

南海トラフ地震防災対策計画届出書

年 月 日

殿

法人にあっては、主た
住所

る 事 務 所 の 所 在 地

法人にあっては、その
氏名

名称及び代表者の氏名

作成
南海トラフ地震防災対策計画を したので、南海トラフ地震に係る地震

変更

防災対策の推進に関する特別措置法第７条第６項の規定により届け出ます。

施設又は事業の名称

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法施行令第３条第 号該当）

施設の場合にあって

は当該施設の所在地

施設又は事業の概要

住 所

連 絡 先

担当の 電 話

名 称 番 号

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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別
記
様
式
第
二
（
第
２
条
第
２
項
関
係
）

別記様式第二（第２条第２項関係）

南海トラフ地震防災対策計画送付書

年 月 日

殿

法人にあっては、主た
住所

る 事 務 所 の 所 在 地

法人にあっては、その
氏名

名称及び代表者の氏名

作成
南海トラフ地震防災対策計画を したので、南海トラフ地震に係る地震

変更

防災対策の推進に関する特別措置法第７条第６項の規定により届け出ます。

施設又は事業の名称

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法施行令第３条第 号該当）

施設の場合にあって

は当該施設の所在地

施設又は事業の概要

住 所

連 絡 先

担当の 電 話

名 称 番 号

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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別
記
様
式
第
三
（
第
２
条
第
３
項
関
係
）

別記様式第三（第２条第３項関係）

南海トラフ地震防災規程送付書

年 月 日

殿

法人にあっては、主た
住所

る 事 務 所 の 所 在 地

法人にあっては、その
氏名

名称及び代表者の氏名

作成
南海トラフ地震防災規程を したので、南海トラフ地震に係る地震防災

変更

対策の推進に関する特別措置法第８条第２項の規定により届け出ます。

施設又は事業の名称

（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法第８条第１項第 号該当）

施設の場合にあって

は当該施設の所在地

施設又は事業の概要

住 所

連 絡 先

担当の 電 話

名 称 番 号

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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